
か
ち
は
や

か
つ
て
京
都
に
「
褐
速
神
社
」
と
い
う
神
社
が
あ
り
、
そ
こ
で
一
つ
の
奇

し
づ
え

い
く

妙
な
祭
儀
が
執
り
行
わ
れ
て
い
た
と
い
う
。
「
死
杖
の
祭
」
、
あ
る
い
は
「
活

は
や

（
１
）

速
の
祭
」
と
称
し
た
こ
の
祭
儀
は
、
江
戸
時
代
の
地
誌
『
雍
州
府
志
」
に
は

次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

（
２
）

こ
の
祭
儀
に
つ
い
て
は
、
『
滑
稽
雑
談
」
な
ど
の
俳
譜
書
や
「
和
漢
三
才

か
ち
は
や

一
一

褐
速
の
神
社
猪
の
熊
三
条
の
南
に
在
り
。
昔
、
刑
部
省
、
斯
の
辺
に

在
り
。
獄
を
断
じ
て
以
っ
て
死
罪
を
行
う
。
故
に
刑
死
の
人
の
為
め
に

せ
ん

斯
の
社
を
建
て
、
祭
祀
を
修
し
て
之
れ
を
薦
す
。
毎
年
八
月
、
神
事
有

い
〃
、
は
や

り
。
死
杖
の
祭
と
謂
う
。
或
い
は
又
、
活
速
の
祭
と
諸
う
。
一
説
に
千

０
し
ゆ

本
引
接
寺
、
井
び
に
、
壬
生
の
地
蔵
寺
、
毎
春
修
す
る
所
の
念
仏
会
は

も
と元

、
是
れ
刑
死
の
人
の
為
め
に
執
行
す
る
所
な
り
と
。

「
死
活
杖
祭
」
の
変
遷

は
じ
め
に

ｌ
近
世
期
の
資
料
を
中
心
に
Ｉ

と
、
お
よ
そ
『
雍
州
府
志
』
に
基
づ
い
て
説
明
を
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
同
辞

典
に
よ
る
そ
の
最
も
古
い
用
例
は
永
禄
二
年
（
一
五
五
九
）
の
『
い
ろ
は

（
５
）字

」
と
い
う
古
辞
書
で
、

（
３
）

（
４
）

図
会
』
の
よ
う
な
百
科
事
典
な
ど
近
世
期
の
諸
資
料
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
お

り
、
そ
れ
な
り
の
認
知
度
が
あ
っ
た
こ
と
が
理
解
で
き
る
。

刑
死
者
の
追
善
供
養
の
た
め
に
始
め
ら
れ
た
と
い
う
こ
の
奇
妙
な
名
称
を

も
つ
祭
儀
は
、
現
代
の
辞
典
に
も
項
目
が
立
て
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
「
日

本
国
語
大
辞
典
〈
第
二
版
篁
「
し
か
つ
じ
よ
う
さ
い
」
の
項
に
は
、

【
死
活
杖
祭
】
〔
名
〕
京
都
市
中
京
区
猪
熊
通
三
条
の
南
に
あ
っ
た
褐
速

（
か
ち
は
や
）
神
社
の
神
事
。
死
刑
に
さ
れ
た
人
々
の
追
善
の
た
め
に

こ
の
社
が
建
て
ら
れ
、
陰
暦
八
月
に
神
事
が
行
わ
れ
た
。
死
杖
祭
（
し

づ
え
の
ま
つ
り
）
。
活
速
祭
（
い
く
は
や
の
ま
つ
り
）
。
し
か
つ
じ
よ

う
。
し
か
つ
じ
よ
う
の
ま
つ
り
。
《
季
．
秋
》

山
本
淳

二

九



こ
の
「
死
活
杖
祭
」
が
記
載
さ
れ
る
中
世
期
の
資
料
に
、
「
職
原
抄
」
の

注
釈
害
で
あ
る
「
職
原
抄
注
」
が
あ
る
。
後
に
紹
介
す
る
よ
う
に
、
そ
の
記

載
内
容
は
「
い
ろ
は
字
」
よ
り
詳
細
で
あ
り
、
成
立
時
期
を
考
え
て
も
「
い

ろ
は
字
」
を
始
め
と
し
て
諸
書
に
引
用
さ
れ
る
「
死
活
杖
祭
」
の
記
述
は
こ

の
『
職
原
抄
注
』
を
元
に
し
て
い
る
と
い
う
想
定
も
成
り
立
つ
の
で
あ
る
。

と
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
他
に
「
角
川
古
語
大
辞
典
」
「
し
く
わ
つ
ぢ
や
う
」

の
項
で
は
、
「
秋
の
季
語
で
あ
る
が
、
実
際
は
近
世
に
は
既
に
廃
絶
し
て
い

た
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
祭
儀
そ
の
も
の
の
実
態
は
恐
ら
く
不
明
で
あ
っ
た

と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
名
称
や
起
源
の
特
異
さ
か
ら
注
目
さ
れ
、
近

世
期
の
諸
書
に
紹
介
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

（
６
）

本
稿
は
、
こ
の
「
死
活
杖
祭
」
に
つ
い
て
、
ま
ず
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の

の
な
か
で
最
も
古
い
と
思
わ
れ
る
資
料
を
紹
介
し
内
容
を
検
討
し
、
次
に
他

の
資
料
と
の
比
較
・
検
討
を
通
し
て
「
死
活
杖
祭
」
の
認
識
の
変
遷
を
確
認

し
て
み
る
も
の
で
あ
る
ｃ

ァ
、
『
職
原
抄
注
」
に
つ
い
て

そ
も
そ
も
「
職
原
抄
」
と
は
、
北
畠
親
房
が
興
国
元
年
（
暦
応
三
、
一
三

、
ン
ク
ワ
ッ
チ
ヤ
ウ
ノ
マ
ッ
リ

死
活
杖
祭
、
罪
科
人
ヲ
詠
処
也
。
京
ヰ
ノ
ク
マ
チ
ハ
ャ
ノ
社
ノ
祭

ヲ
云
○

｜
、
「
職
原
抄
注
」
に
み
る
「
死
活
杖
祭
」

四
○
）
に
著
し
た
中
世
公
家
の
官
職
に
つ
い
て
述
べ
た
有
職
故
実
書
で
あ

る
。
神
祇
官
・
太
政
官
な
ど
の
各
官
衙
ご
と
に
列
挙
さ
れ
た
所
属
職
員
に
つ

い
て
そ
れ
ぞ
れ
位
階
・
唐
名
を
注
し
、
本
文
に
お
い
て
そ
の
官
の
起
源
・
職

（
７
）

掌
な
ど
を
記
す
体
裁
を
取
っ
て
お
り
、
そ
れ
自
体
が
一
種
の
注
釈
書
の
体
を

な
し
て
い
る
。
ま
た
こ
の
「
職
原
抄
」
に
対
し
て
、
後
世
に
な
る
と
様
々
な

注
釈
書
が
編
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
を
「
職
原
抄
注
」
あ
る
い
は

「
職
原
抄
」
注
釈
な
ど
と
呼
ば
れ
、
清
原
宣
賢
を
始
め
と
す
る
清
原
家
に
代

表
さ
れ
る
京
都
系
と
源
顕
統
の
系
統
を
継
ぎ
足
利
学
校
で
展
開
さ
れ
た
関
東

（
８
）

系
の
二
つ
に
分
け
ら
れ
る
。

幾
多
の
「
職
原
抄
注
」
編
纂
は
、
周
知
の
よ
う
に
地
方
武
家
社
会
に
お
い

（
９
）

て
官
職
に
つ
い
て
の
知
識
が
必
要
と
な
っ
て
き
た
背
景
が
考
え
ら
れ
る
。
そ

の
た
め
に
、
特
に
関
東
系
の
注
釈
書
に
は
様
々
な
説
話
の
引
用
を
も
っ
て
そ

の
特
色
と
し
て
お
り
、
説
話
文
学
を
始
め
と
し
て
様
々
な
分
野
で
注
目
さ
れ

（
皿
）

て
き
た
。

「
死
活
杖
祭
」
は
、
こ
の
「
職
原
抄
注
』
の
う
ち
関
東
系
の
も
の
に
引
用

さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
「
職
原
抄
」
「
刑
部
省
」
に
対
す
る
注
の
中
に
見
ら

れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
関
東
系
「
職
原
抄
注
」
は
、
文
明
年
間
（
一
四
六

九
～
八
七
）
頃
の
安
保
氏
泰
な
る
人
物
が
創
始
し
た
安
保
流
の
流
れ
を
汲
ん

（
ｕ
）

で
お
り
、
同
じ
室
町
時
代
で
も
先
に
紹
介
し
た
「
い
ろ
は
字
」
に
比
べ
て
成

立
が
早
い
と
想
定
さ
れ
る
。

イ
、
「
職
原
抄
注
」
本
文
の
検
討

（
Ｅ
）

次
に
、
当
該
箇
所
の
内
容
を
検
討
し
て
い
く
。
ま
ず
、
「
職
原
抄
」
本
文

○



（
囮
）

を
掲
げ
、
次
に
「
職
原
抄
注
』
当
該
箇
所
を
掲
げ
て
み
る
。

「
職
原
抄
」
上

刑
部
省
当
唐
刑
部
一
・

『
周
礼
」
秋
官
、
大
司
冠
之
職
也
。
断
獄
・
刑
法
及
諸
訴
詔
、
当

省
所
，
掌
也
。
本
朝
先
例
如
し
此
、
然
而
被
し
置
二
検
非
違
使
一
之

後
、
刑
部
職
掌
有
名
無
実
。
但
行
二
蹟
銅
等
罪
一
之
時
、
〔
猶
〕
移
一

〔
干
〕
当
省
々
・

（
Ｍ
）

「
職
原
抄
注
」

△
刑
部
省
異
朝
ニ
ハ
凡
有
二
五
刑
ゞ
。
墨
・
劇
・
刑
・
宮
・
大
群
、

是
也
。
此
省
主
し
之
。
其
外
司
二
禁
獄
・
流
罪
・
死
罪
之
刑
法
等
一

也
。

秋
官
ト
ハ
、
秋
陰
也
。
主
し
殺
し
物
故
二
、
草
木
虫
獣
万
物
皆
恐
一
殺

気
一
也
。
故
二
刑
部
ハ
『
周
礼
」
秋
官
二
当
也
。
此
司
サ
、
必
罪
人

二
刑
罰
ヲ
加
レ
ハ
也
。

、
「
或
記
」
云
、
刑
罰
、
禁
獄
・
流
刑
・
死
罪
共
二
知
し
之
。
然

二
、
上
ノ
猪
熊
之
北
小
路
二
靭
負
ノ
庁
有
し
之
。
差
ニ
テ
犯
人
ノケ

軽
重
ノ
是
非
ヲ
定
ル
所
也
。
又
、
下
ノ
猪
熊
二
有
し
社
。
謂
一
之
褐

ソ
ケ
ク
卜
０

ヲ

速
社
》
。
差
ニ
テ
行
一
死
罪
↓
・
此
社
ノ
祭
、
云
・
之
死
治
杖
祭
、
・

一
一

世
話
云
、
安
付
テ
シ
ク
ワ
シ
ャ
ウ
ノ
祭
ト
云
ナ
リ
。
秋
八
月
二
祭

之
。
是
ハ
、
罪
二
死
ダ
ル
者
ヲ
追
善
ノ
祭
也
。

如
此
事
共
、
上
古
ニ
ハ
当
省
之
沙
汰
ニ
テ
侍
リ
シ
ヲ
、
人
皇
五
十

コ
‐
‐

三
代
・
淳
和
天
皇
御
宇
、
天
長
三
年
二
被
一
置
検
非
違
使
一
以
来
、

此
職
移
一
使
庁
一
・

「
死
活
杖
祭
」
の
変
遷

「
抄
注
」
は
、
ま
ず
「
抄
」
の
「
刑
部
省
」
に
つ
い
て
「
異
朝
ニ
ハ
」
以

下
で
そ
の
司
る
職
掌
を
説
明
し
、
次
に
「
秋
官
」
に
つ
い
て
の
注
釈
を
行
い

「
刑
部
」
の
異
名
（
唐
名
）
と
し
て
い
る
。
続
け
て
「
或
記
云
」
と
し
て
京

都
で
執
行
さ
れ
て
い
た
一
つ
の
祭
儀
を
紹
介
し
て
い
る
。
ま
た
、
「
上
ノ
猪

熊
之
北
小
路
」
に
あ
っ
た
「
靭
負
ノ
庁
」
で
犯
罪
者
の
刑
罰
を
定
め
、
「
下

ノ
猪
熊
」
に
あ
っ
た
「
褐
速
社
」
で
処
刑
を
執
行
し
て
い
た
と
い
う
。
こ
の

「
褐
速
社
」
で
八
月
に
刑
死
者
の
追
善
の
た
め
に
開
か
れ
て
い
た
祭
儀
を

（
腸
）

「
死
活
杖
（
シ
ク
ワ
シ
ャ
ウ
）
祭
」
と
称
し
た
と
い
う
。
さ
ら
に
こ
の
祭
儀

は
か
つ
て
は
刑
部
省
が
担
当
し
て
い
た
が
後
に
検
非
違
使
庁
に
移
っ
た
と
い

垂
『
ノ
○

（
脳
）

以
上
の
「
死
活
杖
祭
」
関
連
記
事
を
ま
と
め
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

①
靭
負
庁
に
つ
い
て
（
所
在
地
・
職
掌
）

②
社
に
つ
い
て
（
名
称
・
所
在
地
・
職
掌
）

③
祭
儀
の
紹
介
（
名
称
・
時
期
・
目
的
）

④
職
務
の
移
行
に
つ
い
て

で
は
次
に
、
①
～
④
の
内
容
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
こ
と
に
す
る
。

ま
ず
①
の
靭
負
庁
に
つ
い
て
で
あ
る
。
「
上
ノ
猪
熊
北
小
路
」
は
後
に

「
下
（
ノ
猪
熊
北
小
路
）
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
平
安
京
の
猪
隈
北
小
路
の
北
側

（
Ⅳ
）

で
あ
ろ
う
。
「
鞍
負
庁
」
は
検
非
違
使
庁
（
使
庁
）
の
こ
と
で
あ
る
。
検
非

違
使
庁
の
所
在
は
、
北
は
鷹
司
小
路
・
南
は
近
衛
大
路
、
東
は
堀
川
小
路
・

（
鳩
）

西
は
猪
隈
小
路
に
面
し
た
町
で
あ
る
。
こ
の
靭
負
庁
が
猪
熊
北
小
路
に
所
在

し
た
例
は
不
明
で
あ
る
が
、
検
非
違
使
の
庁
務
が
、
貞
観
六
年
（
八
六
四
）

（
四
）

か
ら
一
時
市
司
で
執
行
さ
れ
た
こ
と
を
う
け
る
か
。
な
お
後
述
す
る
よ
う
に

一
一
一
一



『
獄
令
』
に
お
い
て
す
で
に
市
で
の
処
刑
は
定
め
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
を
承

け
て
の
こ
と
か
と
も
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
東
市
司
は
北
小
路
の
南
・
七
条

の
北
・
堀
川
の
西
・
猪
熊
の
東
に
所
在
し
た
ら
し
く
、
「
上
ノ
猪
熊
」
と
す

（
鋤
）

る
記
述
に
は
合
致
し
な
い
。
罪
人
の
刑
罰
を
定
め
る
と
い
う
の
は
、
検
非
違

使
の
職
員
の
う
ち
「
志
」
が
中
原
・
坂
上
両
氏
出
身
の
明
法
家
が
任
ぜ
ら

れ
、
刑
部
省
や
弾
正
台
の
職
務
を
奪
う
ほ
ど
の
裁
判
機
関
と
な
っ
て
い
っ
た

こ
と
を
指
し
て
い
よ
う
。

次
に
②
の
社
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
社
の
名
称
を
「
ケ
ソ
ク
」
と
訓
ま
せ

て
い
る
。
ま
た
所
在
地
を
「
下
ノ
猪
熊
」
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
付
近
一
帯

は
、
「
上
ノ
猪
熊
」
を
含
め
、
か
っ
て
平
安
京
東
市
が
所
在
し
た
こ
と
で
知

ら
れ
る
。
市
に
は
「
市
神
」
が
祀
ら
れ
る
の
が
常
で
あ
る
が
、
東
市
は
市
姫

社
が
著
名
で
あ
り
「
褐
速
社
」
の
実
在
を
証
す
る
史
料
は
未
だ
例
を
み
て
い

な
い
の
が
実
情
で
あ
る
。
ま
た
、
市
が
処
刑
を
執
行
す
る
場
で
あ
っ
た
事
は

（
劃
）

『
獄
令
」
に
「
凡
そ
大
辞
罪
決
せ
ぱ
、
皆
市
に
し
て
せ
よ
」
と
あ
り
、
ま
た

（
型
）

「
延
喜
式
」
第
二
十
九
「
刑
部
省
」
で
は
「
会
一
集
市
司
南
門
一
」
と
よ
り
具

体
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
は
「
抄
注
』
に
あ
る
「
褐
速
社
」
で

（
羽
）

は
な
か
っ
た
。

次
は
③
の
祭
儀
の
詳
細
に
つ
い
て
で
あ
る
。
法
令
で
死
刑
は
定
め
ら
れ
て

は
い
た
が
、
実
際
に
執
行
さ
れ
る
例
は
少
な
く
、
刑
死
者
の
追
善
と
い
う
八

（
別
）

月
に
祭
儀
を
行
う
と
い
う
記
述
も
年
中
行
事
と
し
て
定
着
し
て
い
た
の
か
不

明
で
あ
る
。

最
後
に
④
の
職
務
の
移
行
に
つ
い
て
で
あ
る
。
「
死
活
杖
祭
」
関
連
業
務

は
天
長
三
年
（
八
二
六
）
に
刑
部
省
（
当
省
）
か
ら
検
非
違
使
庁
（
使
庁
）

に
移
管
し
た
、
と
い
う
内
容
で
あ
る
が
、
淳
和
天
皇
が
左
右
検
非
違
使
庁
を

設
置
し
た
の
は
天
長
元
年
（
八
二
四
）
で
あ
り
、
「
抄
注
」
の
示
す
年
号
の

（
露
）

根
拠
は
不
明
で
あ
る
。

以
上
、
「
抄
注
」
に
記
載
さ
れ
て
い
る
記
事
内
容
を
考
察
し
て
み
た
。
す

る
と
「
褐
速
社
」
の
所
在
地
は
か
つ
て
の
東
市
で
あ
る
こ
と
・
「
死
活
杖

祭
」
は
刑
死
者
の
追
善
の
た
め
に
八
月
に
執
り
行
わ
れ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ

た
。
し
か
し
、
そ
の
実
在
に
関
し
て
は
「
抄
注
」
と
同
時
代
や
そ
れ
以
前
の

関
連
資
料
が
見
い
だ
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
慎
重
な
立
場
を
と
ら
ざ
る
を
得

な
い
、
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
、
「
死
活
杖

祭
」
は
そ
の
奇
妙
な
名
称
と
と
も
に
、
死
者
、
特
に
刑
死
と
い
う
特
異
な
死

者
に
対
す
る
追
善
で
あ
る
点
に
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

さ
て
、
こ
の
「
死
活
杖
祭
」
に
つ
い
て
は
、
室
町
時
代
の
「
い
ろ
は
字
」

を
始
め
と
し
て
様
々
な
資
料
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
本
章
で
は
、
ま
ず
管
見

に
入
っ
た
各
資
料
を
紹
介
し
、
次
に
各
資
料
と
「
抄
注
」
に
記
載
さ
れ
て
い

る
内
容
と
の
比
較
・
検
討
を
行
っ
て
み
た
い
。
「
死
活
杖
祭
」
の
記
事
の
変

遷
を
辿
る
こ
と
で
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
で
あ
ろ

う
か
。

ァ
、
「
死
活
杖
祭
」
類
例

（
為
）

こ
れ
ま
で
に
管
見
に
入
っ
た
類
例
は
、
の
べ
十
七
例
を
数
え
る
。
資
料
名

二
、
「
死
活
杖
祭
」
類
例
の
比
較
・
検
討

一
一
一
一
一



と
成
立
年
代
を
次
に
示
す
。

１
言
ろ
は
字
」
（
永
禄
二
年
〈
一
五
五
九
〉
写
）

２
「
増
山
井
」
一
・
八
月
「
死
活
杖
の
祭
」
（
寛
文
三
年
〈
一
六
六

三
〉
成
立
・
寛
文
七
年
〈
一
六
六
七
〉
刊
）

３
『
扶
桑
京
華
志
』
一
「
褐
速
神
社
」
（
寛
文
五
年
〈
一
六
六
五
〉
写
）

４
『
遠
碧
軒
記
』
上
・
一
（
延
宝
三
年
〈
一
六
七
五
〉
写
）

５
『
雍
州
府
志
」
二
「
褐
速
ノ
神
社
」
（
貞
享
三
年
〈
一
六
八
四
〉
刊
）

６
「
菟
芸
泥
赴
」
二
「
九
郎
判
官
旧
跡
」
（
貞
享
三
年
〈
一
六
八
四
〉

8l51413 12 ll 109 7

「
を
だ
ま
き
」
八
月
「
死
柄
杖
の
祭
」
（
元
禄
十
年
〈
一
六
九
八
〉

刊
）

『
国
花
万
葉
記
』
山
城
名
所
一
・
下
「
褐
速
神
社
」
（
元
禄
十
年

〈
一
六
九
八
〉
刊
）

「
国
花
万
葉
記
」
山
城
名
所
二
・
上
「
光
明
山
引
接
寺
」
（
同
右
）

「
誹
諾
新
式
』
八
月
「
死
活
杖
の
五
祭
」
（
元
禄
十
一
年
〈
一
六
九

九
〉
刊
）

『
滑
稽
雑
談
』
十
五
・
八
十
三
「
死
活
杖
祭
」
（
正
徳
三
年
〈
一
七

一
三
〉
刊
）

か
た
ば
や

『
和
漢
三
才
図
会
」
七
十
二
・
本
山
城
「
楊
速
の
神
社
」
（
正
徳
三

年
〈
一
七
一
三
〉
刊
）

『
諸
国
年
中
行
事
」
一
・
三
月
（
正
徳
七
年
〈
一
七
一
七
〉
刊
）

わ
く
か
せ
わ

『
隻
艫
輪
」
（
宝
暦
三
年
〈
一
七
五
三
〉
刊
）

「
類
聚
名
物
考
」
二
十
一
・
神
祇
部
十
二
「
祭
祀
」
（
安
永
九
年

写
…

「
死
活
杖
祭
」
の
変
遷

イ
、
比
較
・
検
討

で
は
次
に
、
各
資
料
に
記
載
さ
れ
て
い
る
記
事
に
つ
い
て
『
抄
注
』
と
比

較
・
検
討
を
行
っ
て
み
る
α
前
章
で
は
『
抄
注
』
の
「
死
活
杖
祭
」
関
連
記

事
を
そ
の
内
容
に
応
じ
て
①
～
④
に
ま
と
め
て
み
た
が
、
②
「
社
に
つ
い

て
」
を
ａ
〈
名
称
〉
．
ｂ
〈
所
在
地
〉
．
Ｃ
〈
職
掌
〉
、
③
「
祭
儀
の
紹
介
」

（
”
）

を
ａ
〈
名
称
〉
．
ｂ
〈
時
期
〉
．
Ｃ
〈
目
的
〉
と
さ
ら
に
細
分
化
し
て
み
る
。

１
、
「
い
ろ
は
字
」

ま
ず
「
抄
注
』
と
同
じ
近
世
以
前
に
成
立
し
た
古
辞
書
の
戸
ろ
は
字
』

は
、

・
ン
ク
ワ
ヅ
チ
ヤ
ウ
マ
ッ
リ

③
ａ
「
死
活
杖
祭
」

②
Ｃ
罪
科
人
ヲ
詠
処
也
。

②
ｂ
京
ヰ
ノ
ク
マ

②
ａ
③
ａ
チ
ハ
ャ
ノ
社
ノ
祭
ヲ
云
・

と
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
祭
儀
の
名
称
・
目
的
、
神
社
の
名
称
に
つ
い
て
紹
介

〈
一
七
八
○
〉
ま
で
写
）

焔
『
類
聚
名
物
考
」
二
十
一
・
神
祇
部
十
二
「
手
向
」
（
同
右
）

Ⅳ
「
雲
錦
随
筆
」
三
（
文
久
二
年
〈
一
八
六
二
〉
刊
）

ま
ず
成
立
年
代
を
み
る
と
、
「
い
ろ
は
字
」
を
除
く
と
そ
の
全
て
が
近
世

に
入
っ
て
か
ら
の
も
の
で
あ
る
。
ま
た
記
載
さ
れ
て
い
る
資
料
は
古
辞
書
や

地
誌
、
百
科
事
典
や
随
筆
な
ど
様
々
で
あ
る
が
、
最
も
多
い
の
が
俳
諾
書
で

あ
る
。
祭
儀
が
行
わ
れ
る
八
月
の
季
語
と
し
て
定
着
・
流
布
し
て
い
た
こ
と

が
伺
え
よ
う
。

一
一
一
一
一
一



さ
れ
て
い
る
。
大
筋
で
は
『
抄
注
』
に
準
じ
て
い
る
が
、
神
社
の
名
称
を

「
チ
ハ
ヤ
ノ
社
」
と
し
て
い
る
点
が
異
な
る
。
こ
れ
は
『
抄
注
」
の
「
褐

速
」
を
「
カ
チ
ハ
ヤ
」
と
訓
ん
だ
た
め
で
あ
ろ
う
。

２
、
『
増
山
井
」
一
八
月

近
世
初
期
に
成
立
し
た
北
村
季
吟
の
季
寄
せ
書
で
あ
る
『
増
山
井
』
で

は
、

③
ａ
「
死
活
杖
の
祭
」

②
ｂ
猪
熊
の
南
に

カ
チ
ハ
ヤ

②
ａ
褐
速
の
社
と
て
あ
り
。

③
ｂ
昔
は
毎
年
八
月
に
こ
、
に
て
ま
つ
れ
り
。

⑥
こ
れ
は
古
刑
部
の
っ
か
さ
断
獄
刑
法
を
さ
た
め
、
五
刑
を
お
こ
な

へ
り
。

③
Ｃ
其
の
死
罪
の
者
の
追
善
に
ま
つ
れ
り
と
職
原
抄
の
注
に
あ
り
。

②
ａ
「
褐
速
」
、
一
説
に
「
チ
ハ
ャ
」
と
よ
め
り
。

と
あ
り
、
簡
略
で
は
あ
る
が
④
以
外
の
全
て
の
要
素
を
有
し
て
い
る
。
し
か

し
「
五
刑
」
と
い
う
語
句
は
「
死
活
杖
祭
」
関
連
箇
所
に
は
み
え
な
い
も
の

で
あ
り
、
「
褐
速
」
を
「
カ
チ
ハ
ャ
」
あ
る
い
は
「
チ
ハ
ャ
」
と
訓
ん
で
い

る
な
ど
『
抄
注
」
と
は
相
違
を
み
せ
る
。
ま
た
③
Ｃ
網
掛
け
箇
所
に
あ
る
よ

う
に
、
同
資
料
が
『
抄
注
」
を
参
照
し
て
い
る
記
述
が
あ
る
こ
と
に
注
目
し

た
い
。
近
世
期
に
お
け
る
『
職
原
抄
」
注
釈
害
享
受
の
一
端
が
伺
え
、
興
味

深
い
。

３
、
「
扶
桑
京
華
志
」
一

近
世
初
期
の
地
誌
、
｜
扶
桑
京
華
志
」
で
は
、

②
ａ
「
褐
速
神
社
」

②
ｂ
在
二
猪
熊
南
一
。

③
ｂ
八
月
有
二
神
事
一
、

③
ａ
号
日
二
死
活
杖
祭
一
。

⑪
昔
刑
部
省
断
し
獄
、
以
行
二
五
刑
一
、

③
Ｃ
故
修
二
祭
祀
一
而
弔
二
亡
人
さ

⑤
今
無
二
此
祭
一
・

と
あ
る
。
こ
こ
で
も
④
が
な
い
。
①
の
「
五
刑
」
の
有
無
以
外
は
『
抄
注
』

に
準
じ
て
お
り
、
２
の
『
増
山
井
』
と
の
影
響
関
係
も
伺
え
る
。
但
し
、
⑤

が
『
抄
注
」
に
み
ら
れ
な
い
記
事
で
あ
り
、
同
資
料
の
成
立
当
時
（
寛
文
五

年
〈
’
六
六
三
〉
）
に
は
す
で
に
褐
速
神
社
は
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と

が
確
認
で
き
る
。

４
、
『
遠
碧
軒
記
』
上
一

続
く
黒
川
道
祐
の
膨
大
な
随
筆
を
難
波
宗
建
が
抄
記
・
編
纂
し
た
「
遠
碧

軒
記
」
で
は
、

⑪
古
北
猪
熊
に
獄
舎
有
、
こ
れ
に
て
罪
の
軽
重
を
吟
味
し
て
、

②
ｂ
Ｃ
重
罪
は
猪
熊
の
下
九
条
の
末
に
て
斬
罪
。

イ
ケ
ハ
ヤ

②
ａ
こ
の
所
に
活
早
の
社
と
て
神
社
有
。

③
ａ
こ
れ
に
て
死
活
場
祭
と
い
ふ
事
を
し
て
、

⑬
Ｃ
斬
罪
の
人
を
吊
ひ
し
と
古
き
書
に
有
。

。
⑥
今
、
壬
生
井
千
本
念
仏
を
融
通
念
仏
と
ま
で
い
へ
ど
も
、
右
の
死

活
場
祭
も
神
社
絶
ゆ
る
故
に
、
こ
の
両
場
へ
あ
づ
け
て
祭
ら
す
る

か
。
両
所
と
も
に
讐
人
の
吊
ゆ
へ
に
、
所
司
代
よ
り
米
出
る
と
云
を

三

四



以
て
見
れ
ば
是
な
る
べ
し
。

と
あ
り
、
罪
人
を
処
刑
す
る
場
所
を
「
下
九
条
」
と
す
る
．
祭
儀
の
名
を

「
イ
ケ
ハ
ヤ
」
と
す
る
な
ど
の
相
違
を
見
せ
て
い
る
。
こ
こ
で
の
注
目
点

は
、
ま
ず
１
『
い
ろ
は
字
」
以
降
暖
昧
に
な
っ
て
い
た
社
の
所
在
地
を
「
猪

熊
の
下
九
条
の
末
」
と
特
定
、
紹
介
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
何
を
典
拠
と

し
て
い
る
か
は
不
明
だ
が
、
こ
の
「
遠
碧
軒
記
」
以
降
は
社
の
所
在
地
を
明

示
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
他
に
も
先
の
『
増
山
井
』
と
同
様
に
こ
の
祭

儀
が
先
行
資
料
（
「
古
き
書
」
）
に
記
載
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
壬
生
や

千
本
の
念
仏
狂
言
の
起
源
を
「
死
活
場
祭
」
に
求
め
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ

（
錫
）る

。
特
に
壬
生
寺
や
引
接
寺
（
千
本
閻
魔
堂
）
の
念
仏
狂
言
の
起
源
を
本
祭

儀
に
求
め
る
説
は
、
「
死
活
杖
祭
」
は
八
月
に
行
わ
れ
る
の
に
対
し
念
仏
狂

言
は
桜
の
季
節
で
あ
る
点
、
寺
側
の
史
料
に
は
「
死
活
杖
祭
」
は
み
ら
れ
な

い
点
な
ど
か
ら
黒
川
道
祐
の
考
証
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

５
、
「
雍
州
府
志
』
二

と
こ
ろ
が
同
じ
黒
川
道
祐
の
著
名
な
地
誌
、
「
雍
州
府
志
」
で
は
、

②
ａ
「
褐
速
ノ
神
社
」

②
ｂ
猪
熊
三
条
ノ
南
二
在
り
。

、
ン

②
Ｃ
昔
、
刑
部
省
斯
ノ
辺
二
在
り
。
獄
ヲ
断
ジ
テ
以
テ
死
罪
ヲ
行
う
。

③
Ｃ
故
二
刑
死
ノ
人
ノ
為
メ
ニ
斯
ノ
社
ヲ
建
テ
祭
祀
ヲ
修
シ
テ
之
ヲ
薦

ス
。

③
ｂ
毎
年
八
月
神
事
有
り
。

イ
ク
ハ
ヤ
ノ

③
ａ
死
杖
ノ
祭
ト
謂
フ
。
或
ヒ
ハ
又
活
速
祭
ト
謂
フ
。

⑥
一
説
二
、
千
本
引
接
寺
井
ニ
壬
生
ノ
地
蔵
寺
毎
春
修
ス
ル
所
ノ
念

「
死
活
杖
祭
」
の
変
遷

ナ
リ

仏
会
ハ
、
元
是
レ
刑
死
ノ
人
ノ
為
メ
ニ
執
行
ス
ル
所
也
卜
。

と
あ
り
、
記
述
に
相
違
が
み
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
所
在
地
が
「
猪
熊
三
条
ノ

南
」
で
あ
る
こ
と
・
「
遠
碧
軒
記
」
と
同
様
念
仏
狂
言
の
起
源
と
し
て
紹
介

さ
れ
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
こ
も
黒
川
道
祐
が
何
を
根
拠
に
所
在
地

を
特
定
し
て
い
る
の
か
は
不
明
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
刑
部
省
の
所
在
地
は
引

一
釣
）

用
文
中
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
「
猪
熊
三
条
ノ
南
」
で
は
な
く
、
三
条
大
路
か

（
鋤
｝

ら
皇
嘉
門
を
大
内
裏
に
入
っ
て
す
ぐ
の
西
側
で
あ
る
。
ま
た
刑
部
省
は
「
極

ヲ
断
」
ず
る
機
関
で
は
あ
っ
て
も
「
死
罪
ヲ
行
」
う
刑
場
で
は
な
か
っ
た
。

「
雍
州
府
志
」
以
降
の
諸
資
料
は
「
猪
熊
三
条
ノ
南
」
と
そ
の
ま
ま
踏
襲
し

て
お
り
、
い
か
に
同
書
が
強
い
影
響
力
を
持
っ
て
い
た
が
伺
え
る
。

６
、
「
菟
芸
泥
赴
」
二
「
九
郎
判
官
旧
跡
」

北
村
季
吟
の
著
し
た
地
誌
で
あ
る
『
菟
芸
泥
赴
』
に
は
、

⑪
或
人
云
む
か
し
靭
負
庁
四
条
猪
熊
の
北
に
在
。
こ
、
に
て
罪
人

を
刑
せ
し
。

②
ｂ
四
条
猪
熊
の
南
に

イ
チ
ハ
ヤ
ノ

②
ａ
褐
速
社
あ
り
。

③
ｂ
毎
年
八
月
に

③
ａ
死
活
杖
の
祭
を
な
し
て

③
Ｃ
死
者
の
者
の
追
善
を
な
せ
り
け
れ
ば
此
所
に
検
非
違
使
の
判
官
太

刀
か
け
し
事
あ
る
に
や
。

と
あ
る
。
内
容
は
お
よ
そ
「
雍
州
府
志
」
に
準
じ
て
い
る
が
、
社
の
所
在
地

を
「
四
条
猪
熊
の
南
」
と
す
る
な
ど
の
違
い
も
み
せ
る
。

７
，
－
を
だ
ま
き
』
八
月

五



季
寄
せ
書
で
あ
る
『
を
だ
ま
き
」
で
は
、

③
ａ
「
死
活
杖
の
祭
」

②
ｂ
ゐ
の
く
ま
の
南
に

カ
チ
ハ
ヤ

②
ａ
「
褐
速
の
社
」
と
て
有
。

③
ｂ
昔
は
毎
年
八
月
に
こ
、
に
て
ま
つ
れ
り
。

⑪
こ
れ
は
い
に
し
へ
刑
部
の
司
断
獄
刑
法
を
さ
た
め
、
五
刑
を
行
へ

恥
仙
ソ
Ｏ

③
Ｃ
其
死
罪
の
者
の
追
善
に
ま
つ
れ
り
と
云
々
。

と
あ
る
が
、
こ
れ
は
「
増
山
井
」
の
記
述
に
準
じ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

８
、
「
国
花
万
葉
記
」
山
城
名
所
一
・
下

地
誌
「
国
花
万
葉
記
一
に
は
、

②
ａ
「
褐
速
神
社
」

②
ｂ
猪
熊
三
条
ノ
南
二
在
。

キ
、
再
〕
ブ
セ
ウ
〃
ガ
シ
ヤ
ゴ
ク
ヤ

②
Ｃ
む
か
し
刑
部
省
と
て
篭
舎
獄
屋
の
罪
を
定
む
る
所
此
辺
に
有
、

８

⑤
故
に
刑
罪
死
科
の
人
の
た
め
に
此
社
を
建
て
祭
を
行
ひ

③
ｂ
毎
年
八
月
に
神
事
有
。

・
ン
ゾ
ヘ

イ
ク
ハ
ヤ

③
ａ
こ
れ
を
死
杖
の
祭
と
云
、
又
活
速
の
祭
と
云
。

イ
ン
セ
カ

⑥
一
説
に
、
毎
春
千
本
引
接
寺
井
二
壬
生
の
地
蔵
堂
に
て
行
は
る
念

仏
会
の
狂
言
は
も
と
こ
れ
刑
死
の
も
の
、
為
と
云
々
。
千
本
は
桜

花
の
さ
か
り
を
侍
て
念
仏
を
は
し
む
。
毎
度
定
れ
る
日
な
し
。
此

・
ン
劃
・
ン
ノ
テ
イ

花
の
さ
か
り
な
る
枝
を
折
て
か
な
ら
ず
所
司
庁
へ
献
じ
其
命
に
由

て
念
仏
を
は
し
む
る
恒
例
也
。
是
其
謂
な
る
べ
し
。

と
あ
る
。
⑥
の
念
仏
狂
言
の
起
源
に
増
補
が
み
ら
れ
る
が
「
雍
州
府
志
』
に

準
じ
た
記
載
と
い
え
よ
う
。

９
、
『
国
花
万
葉
記
」
山
城
名
所
二
・
上
「
光
明
山
引
接
寺
」

な
お
、
「
国
花
万
葉
記
」
に
は
そ
の
念
仏
狂
言
が
伝
わ
る
引
接
寺
（
千
本

閻
魔
堂
）
の
項
に
も
、

⑥
千
本
閻
魔
堂
（
中
略
）
此
寺
に
方
丈
の
庭
に
普
賢
象
の
桜
あ
り
。

ハ
ナ
シ
ゾ
ム

お
ど
り

毎
春
さ
か
り
の
枝
を
所
司
職
へ
献
し
て
恒
例
花
鎮
の
融
通
踊
躍
念

仏
を
は
じ
む
。
（
中
略
）
此
念
仏
と
壬
生
念
仏
の
恒
例
は

⑪
古
へ
刑
部
省
に

イ
キ
ハ
ヤ
ノ
マ
ッ
リ

③
ａ
活
速
祭
と
て

③
Ｃ
刑
獄
の
罪
□
を
と
ふ
ら
は
れ
し

⑥
其
遣
法
な
り
と
か
や
。
誠
に
一
枝
を
取
て
庁
へ
棒
て
賜
禄
を
承
り

念
仏
会
を
勤
る
と
い
ふ
“

と
略
述
な
が
ら
同
様
の
記
述
が
み
ら
れ
る
。

岨
、
「
誹
譜
新
式
」
八
月

「
を
だ
ま
き
」
な
ど
の
書
を
訂
す
る
意
図
で
青
木
鷺
水
に
よ
っ
て
編
集
さ

れ
た
季
寄
書
「
俳
譜
新
式
」
で
は
、

③
ａ
「
死
活
杖
の
祭
」

②
ｂ
洛
西
猪
の
熊
の
南
に

②
ａ
「
褐
速
の
社
」
と
て
有
。

③
ｂ
昔
は
毎
年
八
月
□
に
て
祭
れ
り
。

①
是
は
い
に
し
へ
刑
部
の
司
断
獄
刑
法
を
さ
た
め
、
五
刑
を
行
ひ
し

か
は
、

③
Ｃ
其
死
罪
の
者
の
追
善
に
祭
り
と
。

一
二
一
ハ



と
あ
る
が
、
こ
れ
も
「
増
山
井
」
に
内
容
に
準
じ
て
い
る
。

Ⅱ
、
「
滑
稽
雑
談
」
十
五
・
八
三

近
世
の
俳
譜
歳
時
記
で
最
も
詳
細
で
あ
り
後
世
へ
の
影
響
も
大
き
か
っ
た

『
滑
稽
雑
談
』
も
「
死
活
杖
祭
」
に
つ
い
て
採
り
上
げ
て
い
る
。

③
ａ
「
死
活
杖
祭
」

②
ｂ
猪
熊
三
条
南
に
在
、

⑪
む
か
し
刑
部
省
と
て
籠
舎
・
獄
舎
の
罪
を
定
む
る
所
此
辺
に
有
。

③
Ｃ
故
に
刑
罪
死
科
の
人
の
た
め
に
、
此
社
を
建
て
祭
を
行
ひ
、

③
ｂ
毎
年
八
月
に
神
事
有
。

③
ａ
こ
れ
を
「
死
活
杖
の
祭
」
と
云
、
又
「
活
速
の
祭
」
と
云
ふ
。

⑥
一
説
に
、
毎
春
千
本
引
接
寺
井
壬
生
地
蔵
堂
に
て
行
は
る
念
仏
会

の
狂
言
は
、
も
と
是
刑
死
の
も
の
の
為
と
云
々
。
千
本
は
桜
花
の

さ
か
り
を
侍
て
念
仏
を
は
じ
む
。
毎
度
定
る
日
な
し
。
此
花
の
さ

か
り
を
待
て
枝
を
折
て
、
必
所
司
庁
へ
献
じ
て
、
其
の
命
に
よ
て

念
仏
を
は
じ
む
る
恒
例
也
。
其
謂
な
る
べ
し
。

⑬
ａ
又
「
褐
速
祭
」
と
も
云
。

⑤
当
世
此
祭
の
沙
汰
な
し
。

⑥
右
念
仏
に
か
は
り
た
る
ゆ
へ
に
や
考
ふ
く
し
。
〔
壬
生
は
三
月
十

四
日
よ
り
廿
四
日
迄
な
り
〕

こ
こ
で
は
「
雍
州
府
志
」
や
「
国
花
万
葉
記
」
を
引
用
し
て
い
る
こ
と
が
わ

か
る
が
、
祭
儀
の
名
を
「
死
活
杖
祭
」
と
す
る
点
・
異
称
と
し
て
「
褐
速

祭
」
を
挙
げ
て
い
る
点
が
異
な
る
。

吃
、
『
和
漢
三
才
図
会
」
七
二
・
本
山
城

「
死
活
杖
祭
」
の
変
遷

近
世
期
の
一
大
百
科
事
典
で
あ
る
「
和
漢
三
才
図
会
」
に
も
紹
介
さ
れ
て

い
ブ
匂
。

か
こ
は
や

②
「
楊
速
の
神
社
」

テ
キ

②
ｂ
猪
の
熊
三
条
の
南
に
在
り
。
（
場
は
音
商
、
強
鬼
を
逐
ふ
・
）

⑪
上
古
、
刑
部
省
此
の
辺
に
在
り
。
今
謂
ふ
牢
舎
獄
屋
な
り
。

③
Ｃ
刑
死
の
者
の
為
に
社
を
建
て
其
の
鬼
を
祭
る
。

③
ｂ
毎
年
八
月
神
事
有
り
。

③
ａ
之
れ
を
「
死
杖
の
祭
」
と
名
づ
く
。
又
「
活
速
の
祭
」
と
日
ふ
な

恥
Ⅷ
ゾ
○

⑥
中
古
、
浮
屠
千
本
の
引
接
寺
及
び
壬
生
の
地
蔵
堂
に
於
て
念
仏
会

を
行
は
る
。
是
れ
刑
死
の
人
の
為
か
、
定
れ
る
期
無
し
。
千
本
の

桜
花
の
盛
を
候
っ
て
、
始
め
て
念
仏
会
を
為
す
。
但
し
花
の
枝
を

折
採
り
て
所
司
の
庁
に
献
じ
へ
命
令
を
承
け
て
之
れ
を
勤
む
の
恒

例
な
り
。

か
く
は
や

平
凡
社
東
洋
文
庫
本
で
は
「
楊
速
」
と
あ
り
「
国
花
万
葉
記
」
か
ら
の
引
用

と
注
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
記
述
は
「
国
花
万
葉
記
」
に
準
じ
て
い

ヲ
（
》
Ｏ

Ｂ
、
『
諸
国
年
中
行
事
」
一
・
三
月

内
裏
・
寺
社
の
年
中
行
事
を
紹
介
し
て
い
る
操
届
子
著
「
諸
国
年
中
行

事
」
で
は
、

⑥
〔
京
〕
千
本
焔
魔
堂
念
仏
、
千
本
通
の
北
、
蓮
台
寺
の
南
に
あ

り
、
光
明
山
引
接
寺
と
号
す
。
（
中
略
）
当
寺
に
普
賢
象
の
桜
の

名
木
あ
り
。
毎
春
花
の
さ
か
り
に
枝
を
切
て
、
所
司
の
庁
に
献
上

七



す
。
（
中
略
）
こ
れ
を
資
料
と
し
て
花
鎮
の
融
通
踊
躍
（
お
ど

り
）
念
仏
を
は
じ
め
、
さ
ま
ト
ー
の
狂
言
を
な
す
。

⑪
是
は
い
に
し
へ
刑
部
省
に

③
ａ
活
速
の
祭
と
て
、

③
Ｃ
獄
や
の
罪
死
せ
る
者
共
を
と
ぶ
ら
は
せ
し
遺
法
な
り
。

と
り
を
こ
な
は

⑥
文
永
の
比
、
如
輪
上
人
は
じ
め
て
執
行
る
。
日
よ
り
の
日
ば
か
り

十
日
が
問
也
。

と
あ
り
、
記
載
順
に
異
同
が
あ
っ
た
り
創
始
者
を
「
如
輪
上
人
」
と
す
る
な

ど
の
他
に
み
ら
れ
な
い
増
補
は
あ
る
が
『
雍
州
府
志
』
『
国
花
万
葉
記
』
に

準
じ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
な
お
、
如
輪
上
人
が
始
め
た
と
さ
れ
る
の
は

一
別
｝

『
徒
然
草
一
二
二
八
段
に
あ
る
よ
う
に
、
大
報
恩
寺
（
千
本
釈
迦
堂
）
の
釈

迦
念
仏
で
あ
り
、
「
死
活
杖
祭
」
と
の
関
連
は
他
に
み
ら
れ
な
い
独
自
の
も

の
で
あ
る
。

わ
く
か
せ
わ

皿
、
一
隻
鑪
輪
」

難
解
な
季
語
の
考
証
を
行
っ
た
千
梅
著
の
『
崔
艫
輪
」
で
は
、

③
ａ
「
死
活
杖
ノ
祭
」
『
和
漢
三
才
図
会
』
二
曰
、

カ
チ
ハ
ヤ

②
ａ
褐
速
ノ
社
ト
テ

イ
－

②
ｂ
猪
ノ
熊
三
条
ノ
南
ニ
ァ
リ
。

⑪
上
古
ハ
刑
部
省
牢
戯
屋
也
此
辺
ニ
ァ
ッ
テ
、

マ
ツ
ル

③
Ｃ
死
刑
ノ
者
ノ
タ
メ
ニ
社
ヲ
建
、
其
鬼
ヲ
祀
。

シ
ゾ
エ

③
ａ
コ
レ
ヲ
死
杖
ノ
祭
卜
云
ィ
、
又
活
速
ノ
祭
卜
名
ツ
ク
。

⑥
中
古
二
至
、
僧
家
千
本
ノ
引
接
寺
及
壬
生
ノ
地
蔵
堂
ニ
ヲ
ィ
テ
大

念
仏
会
ヲ
行
う
。
是
刑
死
ノ
者
ノ
為
ニ
シ
テ
、

ソ
ク

⑤
此
褐
速
ノ
祭
ノ
絶
タ
ル
ヲ
継
也
ト
云
々
。

と
あ
る
が
、
③
ａ
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
「
和
漢
三
才
図
会
」
を
参
照
し
て
い

る
。

喝
、
『
類
聚
名
物
考
』
神
祇
部
十
二
「
祭
祀
」

近
世
中
期
の
山
岡
俊
明
の
手
に
な
る
百
科
事
典
『
類
聚
名
物
考
」
に
は
、

③
ａ
死
活
杖
祭

③
ａ
死
杖
祭
し
づ
え
の
ま
つ
り

イ
チ
ハ
ヤ

※
〔
和
漢
三
才
図
会
〕
褐
速
の
祭
と
て
猪
熊
三
条
の
南
に
有
り
。
上

古
は
刑
部
省
牢
獄
屋
也
。
此
辺
に
有
て
死
刑
の
者
の
為
に
社
を
建
て

そ
の
鬼
を
祀
る
。
是
を
死
杖
の
祭
と
い
ふ
。
又
活
速
の
祭
と
名
づ

く
。
中
古
に
至
り
僧
家
千
本
の
引
接
寺
お
よ
ひ
壬
生
の
地
蔵
堂
に
於

て
大
念
仏
会
を
行
ふ
。
是
死
刑
の
者
の
為
に
し
て
こ
の
褐
速
祭
の
絶

た
る
を
継
と
な
り
。

と
あ
り
、
『
和
漢
三
才
図
会
」
か
ら
引
用
し
て
い
る
。
た
だ
「
死
活
杖
祭
」

と
い
う
呼
称
は
『
和
漢
三
才
図
会
」
に
は
み
ら
れ
な
い
も
の
で
注
意
が
必
要

で
あ
る
。略

、
『
類
聚
名
物
考
』
神
祇
部
十
二
「
手
向
」

同
じ
『
類
聚
名
物
考
」
に
は
も
う
一
箇
所
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

③
ａ
活
速
祭
い
き
は
や
の
ま
つ
り

※
〔
諸
国
年
中
行
事
大
全
〕
三
月
甲
午
⑥
京
千
本
閻
魔
堂
念
仏
、
千

本
通
の
北
、
蓮
台
寺
の
南
に
在
り
。
光
明
山
引
接
寺
と
号
す
。

（
中
略
）
当
寺
に
普
賢
象
の
桜
の
名
木
あ
り
。
毎
春
花
の
盛
り
に

枝
を
切
て
、
所
司
の
庁
に
献
上
す
。
（
中
略
）
是
を
資
料
と
し
て

二二

八



花
鎮
の
融
通
踊
躍
念
仏
を
は
じ
め
、
さ
ま
ノ
ー
の
狂
言
を
な
す
。

⑪
是
は
古
へ
刑
部
省
に

③
ａ
活
速
祭
と
て
、

③
Ｃ
獄
屋
の
罪
死
せ
る
者
と
も
を
と
ふ
ら
は
れ
し
そ
の
遣
法
な
り
。

⑥
文
永
の
比
、
如
輪
上
人
始
め
て
執
行
は
る
。
日
よ
り
の
日
ば
か
り

十
日
が
間
也
。

以
下
こ
こ
で
は
、
『
諸
国
年
中
行
事
』
か
ら
引
用
し
て
い
る
。

Ⅳ
、
「
雲
錦
随
筆
』
三

暁
晴
（
木
村
義
葭
堂
）
の
随
筆
『
雲
錦
随
筆
』
に
は
、

み
や
こ
ｌ

②
ｂ
京
洛
猪
熊
三
条
の
南
に

か
ち
は
や
の

②
ａ
褐
速
神
社
と
い
ふ
あ
り
。

①
是
は
往
昔
刑
部
省
く
断
獄
刑
法
つ
か
さ
ど
る
所
也
。
刑
部
卿
の
下

に
刑
部
大
輔
少
輔
あ
り
。
刑
部
丞
大
判
事
囚
獄
正
等
あ
り
。
囚
獄

こ
の
ほ
と
り

正
は
獄
舎
を
掌
る
官
人
な
り
〉
斯
辺
に
あ
り
。
獄
を
断
じ
て
以
て

③
Ｃ
故
に
刑
死
の
人
の
為
に
此
社
を
建
て
祭
祀
を
修
し
て
而
し
て
之
を

せ
ん薦

す
。

③
ｂ
毎
年
八
月
に
神
事
あ
り
。

し
ぢ
や
う
ま
つ
り

い
け
は
や
の
ま
つ
り

Ｃ
ａ
「
死
杖
祭
」
と
い
ふ
“
或
は
又
「
活
速
祭
」
と
い
ふ
と
、
↓
一
『
雍
熾

府
志
』
に
見
え
た
り
。

⑥
又
一
説
に
千
本
の
閻
魔
堂
〈
引
接
寺
と
い
ふ
〉
井
に
壬
生
の
地
蔵

堂
〈
心
浄
院
或
は
壬
生
寺
又
宝
幡
寺
と
い
ふ
〉
等
に
て
行
は
る
、

念
仏
会
の
狂
言
は
元
是
死
刑
人
の
為
に
執
行
す
る
所
也
と
云
○
毎

死
罪
を
行
ふ

「
死
活
杖
祭
」
の
変
遷

年
閻
魔
堂
の
前
な
る
普
賢
象
の
桜
花
の
開
く
を
期
と
し
、
寺
僧
一

お
し
よ
し

ご
く

枝
折
て
京
兆
尹
に
献
ず
。
即
ち
米
三
剛
五
斗
を
賜
ふ
。
之
を
以
て

七
ヶ
日
念
仏
の
料
と
す
。
是
全
く
刑
死
の
者
の
為
に
修
す
る
法
事

故
に
如
斯
公
よ
り
施
米
を
下
さ
る
と
也
・

と
あ
る
。
全
体
と
し
て
は
『
雍
州
府
志
』
に
拠
っ
て
い
る
が
、
後
半
部

（
⑥
）
は
「
諸
国
年
中
行
事
」
に
準
じ
た
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
な
お
同
書

み
や
こ
か
ち
ば
や
や
し
る
し
駐
や
う
ま
つ
り

巻
三
目
録
に
は
「
京
洛
掲
速
の
神
社
死
杖
祭
」
と
振
り
仮
名
が
振
ら
れ
て

い
ス
》
。以

上
、
各
資
料
の
比
較
・
検
討
を
行
っ
て
き
た
。
祭
儀
の
時
期
を
「
八

月
」
と
す
る
こ
と
か
ら
季
寄
せ
書
含
増
山
井
』
）
に
取
り
上
げ
ら
れ
、
季
語

と
し
て
の
認
識
が
な
さ
れ
た
。
そ
れ
が
廃
絶
し
て
い
た
に
も
関
わ
ら
ず
神
社

や
祭
儀
（
地
誌
な
ど
）
と
し
て
の
認
識
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た

こ
と
が
確
認
で
き
る
。
ま
た
『
雍
州
府
志
』
や
『
和
漢
三
才
図
会
』
か
ら
の

直
接
引
用
を
示
し
て
い
る
も
の
も
あ
る
。

ウ
、
ポ
イ
ン
ト
の
整
理

最
後
に
、
各
資
料
の
比
較
を
三
点
に
絞
っ
て
改
め
て
確
認
し
て
み
る
。

ま
ず
は
褐
速
社
の
所
在
地
・
名
称
（
『
抄
注
」
の
②
ａ
．
ｂ
）
で
あ
る

が
、
『
抄
注
』
の
「
（
下
ノ
）
猪
熊
」
に
準
じ
て
い
る
も
の
は
１
（
頑
ろ
は

字
」
）
・
２
（
『
増
山
井
」
）
・
３
（
『
扶
桑
京
華
志
』
）
・
７
会
を
だ
ま
き
』
）
・

岨
二
誹
譜
新
式
』
）
で
あ
る
。
他
に
「
三
条
猪
熊
」
と
す
る
も
の
に
５

（
『
雍
州
府
志
』
）
・
８
二
国
花
万
葉
記
」
）
・
皿
二
滑
稽
雑
談
」
）
・
吃
（
「
和

漢
三
才
図
会
壱
・
肥
（
『
隻
艫
輪
」
）
・
灯
二
雲
錦
随
筆
」
）
が
あ
り
、
「
猪
熊

九



の
下
九
条
の
末
」
と
す
る
も
の
に
４
（
「
遠
碧
軒
記
」
）
、
「
四
条
猪
熊
の
南
」

と
す
る
も
の
に
６
（
「
菟
芸
泥
赴
」
）
が
あ
る
。
社
の
名
称
に
つ
い
て
は
、

（
型
）

『
抄
注
」
に
準
じ
て
い
る
も
の
は
、
２
．
３
．
５
～
８
．
皿
・
旭
・
陞
・
（
皿

・
略
）
が
あ
り
、
「
活
早
（
イ
ク
ハ
ヤ
）
の
社
」
と
す
る
も
の
に
４
が
あ

る
。
ま
た
「
褐
速
」
を
「
カ
チ
ハ
ヤ
」
と
読
ん
で
い
る
も
の
は
２
が
あ
る
。

他
に
「
チ
ハ
ャ
ノ
社
」
（
１
．
２
）
と
あ
る
も
の
は
「
カ
チ
ハ
ャ
」
と
同
根

で
あ
ろ
う
。
次
に
祭
儀
の
名
称
（
③
ａ
）
で
あ
る
が
、
「
死
活
杖
祭
」
と
表

記
す
る
資
料
は
１
．
２
．
３
．
６
．
７
．
岨
で
あ
る
。
４
は
「
死
活
場
祭
」

と
す
る
が
「
死
活
杖
祭
」
に
準
じ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
「
死
杖
祭
・
活

速
祭
」
と
す
る
も
の
は
５
．
８
．
９
（
活
速
祭
の
み
）
・
旭
・
旧
（
活
速
祭

の
み
）
．
Ｈ
・
略
（
活
速
祭
の
み
）
．
Ⅳ
、
「
死
活
杖
祭
・
活
速
祭
・
褐
速

祭
」
と
す
る
も
の
は
Ⅱ
、
「
死
活
杖
祭
・
死
杖
祭
」
は
旧
で
あ
る
。
最
後
に

念
仏
狂
言
と
の
関
連
（
⑥
）
で
あ
る
が
、
４
．
５
．
８
．
９
．
皿
～
Ⅳ
と
実

に
数
多
く
の
資
料
で
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
各
資
料
を
褐
速
社
の
所
在
地
か
ら
大
き
く
三
つ
の
系
統

に
分
類
で
き
よ
う
。
そ
れ
は
『
抄
注
」
か
ら
の
引
用
に
基
づ
き
２
（
『
増
山

井
』
）
を
直
接
の
典
拠
と
し
て
い
る
系
統
の
も
の
（
１
～
３
．
７
．
岨
）
と
、

褐
速
社
の
所
在
地
を
「
猪
熊
三
条
」
と
す
る
５
（
「
雍
州
府
志
』
）
の
系
統

（
５
．
６
．
７
．
９
．
Ⅱ
～
Ⅳ
Ｊ
そ
し
て
そ
の
両
者
を
繋
ぐ
４
で
あ
る
。
特

に
『
雍
州
府
志
」
が
後
代
へ
与
え
た
影
響
は
大
き
く
、
黒
川
道
祐
の
考
証
が

（
調
）

そ
の
ま
ま
現
在
ま
で
通
説
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
ま
ず
「
死
活
杖
祭
」
記
載
の
最
も
古
い
資
料
が
「
職
原
抄

注
』
で
あ
る
こ
と
を
紹
介
し
た
。
次
に
同
祭
儀
を
記
載
す
る
諸
資
料
の
比
較

・
検
討
を
行
っ
て
き
た
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
こ
の
「
職
原
抄
注
」
記
載
の

「
死
活
杖
祭
」
に
関
す
る
記
事
が
、
以
降
の
諸
資
料
の
記
述
の
基
に
な
っ
た

と
い
え
よ
う
。
従
来
『
い
ろ
は
字
』
が
最
古
と
紹
介
さ
れ
て
い
た
が
同
書
自

（
別
）

体
が
『
職
原
抄
』
を
引
用
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
「
死
活
杖
祭
」
を
通
し

て
『
抄
注
」
を
含
め
た
『
職
原
抄
」
享
受
の
一
端
が
伺
え
注
目
さ
れ
る
。
ま

た
こ
う
し
た
「
抄
注
」
の
享
受
は
、
始
め
は
「
増
山
井
」
に
「
職
原
抄
の
注

に
あ
り
」
と
あ
る
よ
う
に
近
世
期
に
入
っ
て
か
ら
も
諸
資
料
に
散
見
さ
れ
た

が
、
「
遠
碧
軒
記
』
で
一
旦
屈
折
し
て
「
雍
州
府
志
」
に
始
ま
る
系
統
に
分

か
れ
て
い
く
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。

い
に
し
え

こ
の
「
死
活
杖
祭
」
に
つ
い
て
は
、
近
世
初
期
に
「
職
原
抄
注
」
が
古
の

（
弱
）

京
都
を
伝
え
る
資
料
と
し
て
引
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
そ
れ

な
り
に
人
々
の
関
心
を
集
め
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
特
に
秋
の
季
語
と
し

て
認
知
さ
れ
て
い
く
一
方
で
、
「
今
無
一
此
祭
一
」
（
「
扶
桑
京
華
志
」
）
と
あ
る

こ
と
か
ら
「
遠
碧
軒
記
』
以
降
に
み
ら
れ
る
念
仏
狂
言
の
起
源
證
と
し
て
新

た
に
解
釈
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
「
死
活
杖
」
と

い
う
特
異
な
名
称
や
祭
儀
の
機
能
・
社
の
存
在
し
た
「
市
」
と
い
う
空
間
な

（
妬
）

ど
の
問
題
に
つ
い
て
は
ま
だ
不
明
な
点
が
多
く
、
続
考
を
期
し
た
い
。

お
わ
り
に

四
○



注（
１
）
黒
川
道
祐
著
、
貞
享
元
年
（
一
六
八
四
）
開
板
。
本
文
引
用
は
、

宗
政
五
十
緒
校
訂
「
雍
州
府
志
』
上
（
岩
波
文
庫
、
二
○
○
二
・

三
）
に
拠
る
。
以
下
、
資
料
の
引
用
に
際
し
て
は
、
句
読
点
や
括
弧

を
付
す
．
字
体
を
現
行
の
も
の
に
改
め
る
．
改
行
す
る
．
振
り
仮
名

を
省
略
す
る
．
判
読
不
明
の
文
字
は
□
で
示
す
な
ど
、
適
宜
表
記
を

改
め
た
（
以
下
同
じ
）
。

（
２
）
其
諺
著
、
正
徳
三
年
（
一
七
一
三
）
序
。

（
３
）
寺
島
良
安
著
、
正
徳
五
年
（
一
七
一
五
）
跣
。

（
４
）
な
お
近
世
期
の
諸
資
料
記
載
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
第
二
章
で

検
討
を
行
う
。

（
５
）
本
文
引
用
は
、
鈴
木
博
著
『
妙
本
寺
蔵
永
禄
二
年
い
ろ
は
字

影
印
・
解
説
・
索
引
』
（
清
文
堂
出
版
、
一
九
七
四
・
五
）
に
拠
る
。

（
６
）
以
下
本
稿
で
は
、
こ
の
祭
儀
を
「
死
活
杖
祭
」
と
称
す
る
。

（
７
）
小
峯
和
明
氏
ヨ
職
原
抄
」
注
釈
と
説
話
」
二
説
話
の
言
説
ｌ
中

世
の
表
現
と
歴
史
叙
述
」
〈
森
話
社
、
二
○
○
二
・
七
〉
所
収
）
。
初

出
は
「
説
話
資
料
と
し
て
の
「
職
原
抄
」
注
釈
ｌ
関
東
系
を
中
心
に

ｌ
」
（
「
説
話
文
学
研
究
」
三
二
、
一
九
九
七
・
六
）
。

（
８
）
小
峯
氏
前
掲
論
考
、
相
田
実
氏
「
関
東
系
『
職
原
抄
」
注
釈
学

を
め
ぐ
っ
て
ｌ
そ
の
聖
典
意
識
ｌ
」
（
『
日
本
語
の
文
化
史
１
中
世
説

話
の
〈
意
味
こ
〈
笠
間
書
院
、
一
九
九
八
・
二
〉
所
収
）
な
ど
。

（
９
）
例
え
ば
「
旅
宿
問
答
」
（
永
正
七
年
〔
一
五
一
○
〕
頃
成
立
か
）

（
続
群
書
類
従
三
三
上
〈
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
五
八
〉
）
に

「
死
活
杖
祭
」
の
変
遷

「
常
二
官
位
ナ
ト
ノ
雑
談
承
候
。
左
衛
門
下
官
ハ
サ
ウ
ク
ハ
ン
ニ
テ

候
。
是
ハ
田
舎
ニ
テ
節
々
聞
か
ざ
る
官
ニ
テ
候
。
（
中
略
）
。
今
時
分

田
舎
ニ
ハ
大
小
ヲ
分
た
ず
、
只
尉
卜
計
成
卜
見
テ
候
。
」
と
あ
る
。

（
皿
）
注
（
８
）
論
文
の
他
、
拙
稿
「
鉄
人
童
子
護
と
弁
慶
立
ち
往
生

伝
承
」
二
奄
美
沖
縄
民
間
文
芸
研
究
」
二
一
、
一
九
九
八
・
七
）
で

鉄
人
平
将
門
伝
承
を
紹
介
し
た
。

（
Ⅱ
）
相
田
氏
前
掲
論
考
な
ど
参
照
。

（
吃
）
引
用
は
、
平
田
俊
春
・
白
山
芳
太
郎
両
氏
校
注
『
北
畠
親
房

（
下
）
」
（
神
道
大
系
編
墓
会
、
一
九
九
二
・
十
二
）
に
拠
り
、
以
下

「
抄
」
と
す
る
。

（
旧
）
引
用
は
、
『
職
原
抄
」
注
の
引
用
は
内
閣
文
庫
蔵
「
職
原
聞
書
秘

紗
」
（
元
・
亨
二
冊
。
近
世
初
期
写
）
に
拠
り
、
以
下
『
抄
注
』
と

す
る
。
引
用
箇
所
は
同
書
上
巻
（
元
）
に
あ
る
。
な
お
、
『
職
原
抄

注
」
諸
本
は
膨
大
で
あ
る
た
め
、
今
回
は
主
に
同
書
を
取
り
上
げ
、

適
宜
同
系
統
の
京
都
女
子
大
学
吉
沢
文
庫
蔵
本
（
「
職
原
抄
」
）
を
参

照
す
る
こ
と
と
す
る
。

（
ｕ
）
な
お
京
都
女
子
大
学
吉
沢
文
庫
蔵
本
と
の
主
な
異
同
は
以
下
の

通
り
。
「
褐
速
」
↓
「
褐
速
連
」
、
「
世
話
云
」
↓
「
俗
云
」
、
「
死
ニ
タ
ル

者
ヲ
」
↓
「
死
ニ
タ
ル
者
ノ
」
、
「
上
古
」
↓
「
ト
こ
、
「
天
長
三
年
」
↓

「
天
長
二
季
」
。

（
胴
）
本
文
で
は
「
治
」
と
あ
る
が
「
活
」
の
誤
字
と
す
る
。

（
岨
）
本
稿
で
は
「
然
一
こ
以
降
を
関
連
記
事
と
し
て
扱
う
。
ち
な
み

に
「
如
此
事
共
」
以
下
は
、
「
侍
リ
シ
ヲ
」
と
い
う
表
現
か
ら
「
或

四
一



記
』
か
ら
の
引
用
で
は
な
く
注
釈
者
の
コ
メ
ン
ト
の
箇
所
と
推
さ
れ

る
。
一
方
で
「
共
二
知
し
之
」
ま
で
が
「
或
記
」
か
ら
の
引
用
で
、

「
然
一
こ
以
降
が
そ
れ
を
具
体
的
に
「
死
活
杖
祭
」
で
説
明
す
る
注

釈
者
の
付
注
と
も
考
え
ら
れ
る
。

（
Ⅳ
）
な
お
「
北
小
路
」
と
い
う
通
は
、
他
に
現
在
の
今
出
川
通
に
相

当
す
る
通
も
存
在
す
る
が
、
平
安
京
の
外
に
な
っ
て
し
ま
う
た
め
こ

こ
で
は
該
当
し
な
い
。

（
肥
）
角
田
文
衞
氏
監
修
「
平
安
時
代
史
事
典
』
（
角
川
書
店
、
一
九
九

四
・
四
）
「
検
非
違
使
」
の
項
、
角
田
文
衞
氏
総
監
修
「
平
安
京
提

要
」
（
角
川
書
店
、
一
九
九
四
・
六
）
「
左
京
一
条
」
な
ど
。

（
四
）
あ
る
い
は
東
市
に
お
け
る
猪
熊
小
路
に
対
し
て
西
市
を
南
北
に

貫
く
通
を
「
西
靭
負
小
路
」
と
称
す
る
こ
と
に
関
連
す
る
か
。

（
別
）
「
平
安
時
代
史
事
典
」
「
市
司
」
の
項
。

（
皿
）
引
用
は
井
上
光
貞
氏
他
校
注
「
律
令
」
（
岩
波
書
店
、
一
九
七
六

・
十
二
）
に
拠
る
。

（
呪
）
引
用
は
虎
尾
俊
哉
氏
校
注
「
延
喜
式
（
下
）
」
（
神
道
大
系
編
纂

会
、
一
九
九
三
・
八
）
に
拠
る
。

（
路
）
た
だ
公
家
日
記
な
ど
の
現
存
す
る
記
録
に
残
っ
て
い
な
い
だ
け

で
、
実
際
に
「
褐
速
社
」
な
ど
と
称
さ
れ
る
小
祠
が
祀
ら
れ
て
い
た

可
能
性
は
あ
る
。

（
別
）
旧
暦
八
月
に
祭
儀
が
行
わ
れ
る
点
は
、
死
霊
鎮
魂
の
踊
り
念
仏

（
六
斎
念
仏
な
ど
）
や
祖
霊
信
仰
の
彼
岸
会
と
い
っ
た
民
間
信
仰
と

の
関
連
も
想
定
さ
れ
る
。

（
妬
）
京
都
女
子
大
学
吉
沢
文
庫
蔵
本
で
は
「
天
長
二
季
」
。
『
職
原

抄
」
「
検
非
違
使
」
項
は
「
天
長
年
中
、
准
二
唐
朝
一
置
二
使
庁
一
」
と

あ
る
が
、
「
抄
注
」
当
該
箇
所
に
は
年
号
に
つ
い
て
の
記
述
は
み
ら

れ
な
い
。
な
お
淳
和
天
皇
の
検
非
違
使
庁
設
置
年
は
天
長
年
間
を
含

め
諸
説
存
在
し
た
。
詳
し
く
は
小
川
清
太
郎
氏
著
「
検
非
違
使
の
研

究
・
庁
例
の
研
究
」
（
名
著
普
及
会
、
一
九
八
八
・
十
二
後
刻

版
）
参
照
。

（
恥
）
各
資
料
の
引
用
は
、
そ
れ
ぞ
れ
以
下
の
通
り
。
「
い
ろ
は
字
」

（
「
妙
本
寺
蔵
永
禄
二
年
い
ろ
は
字
影
印
・
解
説
・
索
引
」
〈
清
文

堂
、
一
九
七
四
・
五
〉
）
、
「
増
山
井
」
（
晶
蝿
歳
時
記
十
三
檀
本
文
襲
成
並
び

に
総
合
索
引
』
〈
勉
誠
社
、
一
九
八
一
・
十
二
〉
）
、
『
扶
桑
京
華
志
」

二
神
道
大
系
神
社
編
四
」
「
宮
中
・
京
中
・
山
城
国
」
〈
神
道
大
系
編

纂
会
、
一
九
九
二
・
三
〉
）
、
「
遠
碧
軒
記
」
（
「
日
本
随
筆
大
成
」
一
‐

一
○
〈
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
五
・
九
〉
）
、
「
雍
州
府
志
」
（
「
新
修

京
都
叢
書
」
一
○
〈
臨
川
書
店
、
一
九
六
八
・
八
〉
）
、
「
菟
芸
泥

赴
」
（
「
新
修
京
都
叢
書
」
十
二
〈
臨
川
書
店
、
一
九
七
一
・
九
〉
）
、

「
を
だ
ま
き
」
（
晶
蝿
歳
時
記
十
三
種
本
文
集
成
砿
び
ゞ
総
合
索
引
」
）
、
「
国
花
万

葉
記
」
（
大
阪
府
立
中
之
島
図
書
館
蔵
）
、
「
誹
譜
新
式
」
（
晶
蝿
歳
時

記
十
三
種
本
文
集
成
並
び
に
総
合
索
引
」
）
、
「
滑
稽
雑
談
」
（
「
滑
稽

雑
談
」
〈
ゆ
ま
に
書
房
、
一
九
七
八
・
十
二
〉
）
、
「
和
漢
三
才
図
会
」

含
日
本
庶
民
生
活
史
料
集
成
二
九
』
〈
三
一
書
房
、
一
九
八
四
・
十

一
２
刷
〉
）
、
『
諸
国
年
中
行
事
」
今
続
日
本
随
筆
大
成
』
別
巻
く
国

書
刊
行
会
、
一
九
二
五
・
六
〉
）
、
「
鬘
艫
輪
』
（
烏
居
清
「
隻
艫
輪
Ｉ

四
二



諦
刻
（
三
と
〈
『
親
和
女
子
大
学
研
究
論
叢
』
十
二
、
一
九
七
九
・

二
〉
）
、
「
類
聚
名
物
考
』
（
『
類
聚
名
物
考
」
第
一
冊
〈
近
藤
活
版

所
、
一
九
○
三
・
十
二
〉
）
、
『
雲
錦
随
筆
』
含
日
本
随
筆
大
成
』
一
‐

三
〈
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
五
・
四
〉
）

（
〃
）
な
お
「
抄
注
」
の
記
事
と
異
同
が
あ
る
場
合
は
白
抜
き
（
⑪
な

ど
）
で
、
『
抄
注
」
に
み
ら
れ
な
い
独
自
の
記
載
が
あ
る
場
合
は
⑤

〈
祭
儀
の
消
息
〉
．
⑥
〈
祭
儀
の
継
承
〉
と
新
た
に
項
目
を
立
て
た
。

（
躯
）
念
仏
狂
言
に
つ
い
て
は
、
植
木
行
宣
氏
「
大
念
仏
と
大
念
仏
狂

言
」
（
「
壬
生
寺
展
」
〈
京
都
文
化
博
物
館
、
一
九
九
二
・
十
一
〉
所

収
）
、
山
路
興
造
氏
著
『
京
都
芸
能
と
民
俗
の
文
化
史
』
（
思
文
閣

出
版
、
二
○
○
九
・
十
二
所
収
「
大
念
仏
狂
言
考
」
な
ど
。

（
羽
）
「
猪
熊
三
条
」
と
い
う
地
か
ら
「
中
山
神
社
（
石
上
明
神
）
」
が

連
想
さ
れ
る
が
、
『
雍
州
府
志
』
で
は
同
社
の
所
在
地
は
「
猪
熊
姉

小
路
」
と
あ
る
点
・
「
石
上
明
神
」
の
次
に
「
褐
速
神
社
」
が
立
項

さ
れ
て
い
る
点
か
ら
両
社
に
関
連
性
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か

し
実
際
の
中
山
神
社
は
「
六
角
の
南
、
堀
川
の
西
」
含
菟
芸
泥
赴
」

〈
引
用
は
「
神
道
大
系
神
社
編
岡
」
「
宮
中
・
京
中
・
山
城
国
」
〉

と
あ
る
よ
う
に
、
六
角
通
と
蛸
薬
師
通
の
間
に
所
在
す
る
。

（
別
）
「
拾
芥
抄
」
中
本
・
百
官
部
第
一
に
「
刑
部
省
く
改
一
義
部

省
￥
・
宮
城
内
皇
嘉
門
内
西
披
〉
」
と
あ
る
。
引
用
は
「
新
訂
増
補
故

実
叢
書
」
二
二
（
明
治
図
書
出
版
、
一
九
五
二
）
に
拠
る
。

（
別
）
安
良
岡
康
作
氏
訳
注
『
徒
然
草
』
（
旺
文
社
、
一
九
八
三
重
版
）
。

（
犯
）
「
抄
注
」
は
「
褐
速
」
に
「
ケ
ソ
ク
」
と
振
り
仮
名
を
あ
て
て
い

「
死
活
杖
祭
」
の
変
遷

〔
付
記
〕

本
稿
は
、
伝
承
文
学
研
究
会
関
西
例
会
（
二
○
○
一
・
七
・
二

二
）
、
軍
記
語
り
物
研
究
会
第
三
Ⅲ
四
回
例
会
（
二
○
○
二
・
四
・
二

二
、
日
本
宗
教
民
俗
学
会
例
会
（
二
○
○
五
・
七
・
九
）
、
立
命
館
大

学
日
本
文
学
会
研
究
例
会
（
二
○
○
九
・
四
・
十
二
）
で
の
研
究
発
表

の
一
部
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
各
会
発
表
時
に
お
い
て
御
意
見
を

賜
り
ま
し
た
各
氏
に
深
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

ま
た
、
本
稿
を
な
す
に
当
た
り
、
貴
重
な
所
蔵
資
料
の
閲
覧
・
複
写

を
お
許
し
い
た
だ
き
ま
し
た
各
機
関
に
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

（
や
ま
も
と
・
じ
ゅ
ん
本
学
非
常
勤
講
師
）

る
が
お
そ
ら
く
本
来
は
「
カ
ッ
ソ
ク
」
で
あ
っ
た
か
。

（
羽
）
現
在
の
各
辞
典
に
み
ら
れ
る
解
説
は
こ
の
『
雍
州
府
志
」
の
記

述
内
容
に
拠
っ
て
お
り
、
必
ず
し
も
「
死
活
杖
祭
」
全
体
の
姿
を
示

し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
分
か
る
。

（
別
）
注
（
５
）
「
妙
本
寺
蔵
永
禄
二
年
い
ろ
は
字
影
印
・
解
説
・

索
引
」
「
解
説
」
に
、
書
名
を
明
記
し
た
引
用
な
ど
三
例
を
紹
介
し

て
い
る
。

（
弱
）
多
く
の
異
伝
・
俗
伝
と
い
っ
た
説
話
を
収
載
す
る
関
東
系
の

「
抄
注
」
を
引
用
し
て
い
る
点
は
注
目
さ
れ
る
。

（
記
）
呪
具
と
し
て
の
「
死
活
杖
」
や
「
猪
熊
北
小
路
」
と
い
う
空

間
、
さ
ら
に
は
「
死
活
杖
祭
」
に
関
す
る
資
料
を
通
し
て
『
職
原

抄
』
の
機
能
を
考
察
す
る
予
定
。

四


